
適合判定通知書等の交付について 

■現状の手続き方法 

・ 判定機関は、申請者(建築主又は代理者)へ適合判定通知書及び判定申請書(副)を交付する。 

・ 申請者は、建築主事等へ適合判定通知書(原本又は写し)及び判定申請図書(副)を提出する。 

 

  判 定 機 関            申  請  者            建 築 主 事 等   
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■直接送付による方法 

・ 判定機関は、申請者より提出された「送付依頼書」により、申請者に代わり適合判定通知書(原本又は写し) 

及び判定申請書(副)を建築主事等へ直接送付する。（宅配信書便） 

・ 希望に応じて適合判定通知書(原本)は申請者へ交付する。 
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直接送付 

                           （宅配信書便） 
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通常の手続き方法に加えて、新たに適合判

定通知書等の直接送付をはじめました。 



平成 28年４月１日 

九州住宅保証株式会社 構造判定部 

 

送付依頼書による判定申請図書等の直接送付について 

 

１．判定申請図書等の直接送付について 

 ・ 適合判定通知書交付時に、適合判定通知書等（原本又は写し）、判定申請書の副本及びこ

れらに添えた図書、並びに送付依頼書の写しを建築主事等へ直接送付いたします。（宅配信書便

にて、原則、翌営業日の午前中指定とします。） 

 ・ 適合判定通知書交付時に FAX にて建築主事等へ直接送付する旨をお知らせいたします。また、

代理者宛に宅配信書便の送付状の写しを FAXいたしますので、配送状況をご確認ください。 

 ・ ご希望に応じて、適合判定通知書等（原本）は申請者へお渡しいたします。（郵送ご希望の場

合は、判定申請申込書記載の送付先へレターパックにて送付いたします。） 

 

２．送付依頼書の提出について 

 ・ 適合判定通知書交付時に判定申請図書等を建築主事等へ直接送付することをご希望される場

合は、判定申請の際に 『送付依頼書（運用別記第 22 号様式）』 の提出をお願いします。（必

ず控えをお手元にお持ち下さい。） 

 

３．送付依頼書の記載について 

 ・ 送付依頼書はホームページよりダウンロードできます。 

（ URL：http://www.kjhc.co.jp/kozokeisan.html ） 

 ・ 申請者は、建築主又は代理者となります。（押印が必要です。） 

 ・ 確認事項はすべて確認し、必ず通知書等原本の交付方法にチェックを入れて下さい。（通知書等

には適合判定通知書、適合するかどうかを決定することができない旨の通知書、期間を延長する旨の

通知書が含まれます。） 

 

 

 

＊＊お問い合せ先＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

九州住宅保証㈱ 構造判定部 藤波 清美（業務担当）  

TEL：092-771-7750 E-mail：hantei@kjhc.co.jp   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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